
平成 年分

内

(摘要)

(右詰で記載してください。)

375-1

(役職名)

氏

名

サ ン ム タ ロ ウ

山 武 太 郎

種 別 支 払 金 額 給与所得控除後の金額 所得控除の額の合計額 源 泉 徴 収 税 額

給 料 ・ 賞 与

内 円 円 円 円

4,356,300 2,944,800 2,235,196 36,100

住

所

又

は

居

所

山武市五木田2452-1
支 払
を受け
る 者

(受給者番号) 65000-20000000
(個人番号)

控除対象配偶者
の 有 無 等 .

配 偶 者 特 別
控 除 の 額

控 除 対 象 扶 養 親 族 の 数 16歳未
満扶養
親族の

数

障 害 者 の 数 非居住者

である親族

の数

（配 偶 者 を 除 く。） (本人を除く。)
老 人 特   定 老　   人 その他 特   別 その他

有 従有 円 人 従 人 内 人 従 人 人 従 人 人 内 人 人 人

○ 0 2

社会保険料等の金額 生命保険料の控除額 地震保険料の控除額 住宅借入金等特別控除の額
内 0 円 円 円 円

595,196 120,000 0

生命保険
料の金額
の内訳

新生命
保険料
の金額

円
旧生命
保険料
の金額

円
介護医療
保険料
の金額

円
新個人年金

保険料
の金額

円
旧個人年金

保険料
の金額

円

80,000 80,000 80,000

住宅借入
金等特別
控除の額
の内訳

住宅借入金

等特別控除

適用数

居住開始年月
日(1回目)

年 月 日
住宅借入金等
特別控除区分

(1回目)

住宅借入金等
年末残高
(1回目)

円

住宅借入金

等特別控除

可能額

円
居住開始年月

日(2回目)

年 月 日
住宅借入金等
特別控除区分

(2回目)

住宅借入金等
年末残高
(2回目)

円

控除対
象配偶

者

(フリガナ) サ ン ム ハ ナ コ
区
分 配偶者の

合計所得

円

国民年金保険
料等の金額

円

旧長期損害
保険料の金額

円

氏名 山 武 花 子
0

個人番号

控
除
対
象
扶
養
親
族

1

(フリガナ) サ ン ム イ チ ロ ウ
区
分

1
6
歳
未
満
の
扶
養
親
族

1

(フリガナ)
区
分

(備考)

氏名 山 武 一 郎 氏名

個人番号

氏名 山 武 次 郎 氏名

個人番号

個人番号

2

(フリガナ) サ ン ム ジ ロ ウ
区
分

2

(フリガナ)
区
分

特

別
月 日

3

(フリガナ)
区
分

3

(フリガナ)
区
分氏名 氏名

4

(フリガナ)
区
分

4

(フリガナ)
区
分氏名

大

氏名

個人番号

昭 平 年

勤
労
学
生

中 途 就 ・ 退 職 受 給 者 生 年 月 日
特

別

そ
の
他

一

般

29 ○

未

成

年

者

外

国

人

死

亡

退

職

災

害

者

乙

欄

本人が障害者 寡　婦 寡

夫

63 12 26

支

払

者

個人番号又は
法人番号

住 所 ( 居 所 )
又 は 所 在 地 千葉市中央区市場町１－１

氏名又は名称 千葉県教育委員会教育長（教育総務課長） (電話) 043-223-4024

就職 退職 年 月 日 明

29 給与所得の源泉徴収票

（
税
務
署
提
出
用

）

整 理 番 号署 番 号

(フリガナ)

 

 

 

  

新しい年を迎えました。今年もみなさんにとって読みやすい、わかりやすい共同実施だよりを発行し

ていきたいと思いますのでよろしくお願い致します。 

寒さがますます厳しくなる時期です。体調管理に一層気を付けていきましょう。 

さて、年末調整の際はお忙しい中、関係書類の提出ありがとうございました。源泉徴収票には、１年

間の収入とそれに応じた所得税の納税額が記載されています。今回は「源泉徴収票の見方」及び年末の

「給与改定について」紹介します。 

 

 

 

 

 

 

  

 

            

                         

 

                     

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第  ７ ４  号 

平成 30 年 1 月  日発行 

山武市学校事務共同実施 

山 武 市 教 育 委 員 会 

  

 
① 支払金額 

平成 2９年 1～12 月までの給与等の

総額。 

 

       

年収 
② 給与所得控除後の金額 

①の額に応じて算出。 

「勤務にかかる経費」として控除される。 

所得 

③ 所得控除の額の合計 

生命保険料や社会保険料等の合計。 

扶養している人がいればここに加算さ

れる。 

④ 源泉徴収税額 

平成 2９年中に支払った所得税額。 

⑥ 控除に関するもの 

年末調整で申告した内容。 

⑤ 社会保険料等の金額 

平成 2９年中に支払った社会保険料。 

健康保険や年金等 

配付された源泉徴収票は、確定申告・

住宅貸付・奨学金の申込・保育園等の

所得証明等に必要です。大切に保管し

てください。 

① ② ③ ④ 

⑤ 

 

 

⑥ 

⑥ 



国家公務員の給与を決めている人事院では，毎年，国家公務員と民間企業の給与を比較

しています。国家公務員の給与より民間企業の給与が多い場合（公務員 ＜ 民間） 「人

事院勧告」というものが出される場合があります。（概ね８月上旬ごろ） 

この勧告が国会で可決・決定されると，地方公務員の給与も，人事院の勧告を参考にし

て作られた給与条例の改正案が地方議会に提出され，それが可決されると給与が改定され

ます。 

※改定は 4 月にさかのぼって行われるため今回のように 4 月～12 月分の差額が支給されます。 

６月に支給されたボーナスについても差額の対象です。 

   

確定申告における医療費控除の提出書類の変更について 

 

今まで→病院や薬局の領収書（添付後５年間、自宅にて保管） 

 

これから→共済組合から発行される医療費通知 

（自宅で保管する必要もなし！） 

 

 

 

 

 

 

平成 2９年千葉県条例第３６号が平成２９年１２月２６日に公布・施行され、これに伴い千葉県人事委員会

規則等も改正されました。 

 ○給料表の引き上げ（平均＋0.2％） 

  初任給及び若年層について…1,000円程度、その他…400円を基本に改定 

○期末・勤勉手当の引き上げ（＋0.1 月分） 

  年間の支給月数 4.20 月分→4.30 月分 

  ＜これからの予定＞ 

 6 月期 12 月期 年間 

２９年度 期末手当 

     勤勉手当 

1.225 月（支給済み） 

0.85 月（支給済み） 

1.375 月（改定なし） 

0.95 月(現行 0.85 月） 

2.6 月 

1.8 月 

３０年度 期末手当 

 以降  勤勉手当 

1.225 月 

0.90 月 

1.375 月 

0.90 月 

2.6 月 

1.8 月 

 

○地域手当の引き上げ  ９％  →  ９．２％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

改定の実施時期…平成 29 年 4 月 1 日（期末・勤勉手当は表のとおり） 

支給日…平成 29 年 12 月 27 日。指定の口座に振り込まれました。 

何故給与改定されるの？ 

 

共済組合発行の医療費通

知は希望者に発行されます。 

希望される先生は１／２６

までに学校事務職員へお知

らせください。 

経過措置として３１年分の確定申告までは、 

上記のどちらの提出でも大丈夫です。 


